
指定給水装置工事事業者の皆さまへ

指定給水装置工事事業者制度の更新制度【説明資料】

川根本町役場 くらし環境課



１.指定給水装置工事事業者制度の概要



指定給水装置工事事業者制度の概要

基本事項

1）給水装置の構造及び材質が、施行令に定める基準に適合することを確保する

ため、水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することがで

きると認められる者を指定することのできる制度である。

２）指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事の技術力を確保するための核

となる給水装置工事主任技術者について、国家試験により全国一律の資格を付

与することした。

3）水道事業者による指定の基準を法で全国一律に定めている。

水道法の指定基準に基づいた事業者を指定し、適正な工事の施工確保を目的として定めた制度
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２.水道法の改正（指定の更新制導入）



指定の更新について

〈更新の要件〉－水道法第25条の3（指定の基準）－

①給水装置工事主任技術者の選任
②給水装置工事を行うために機械器具を有すること
③水道法第25条の3に規定された欠落要件に該当しない者

●令和元年10月１日に改正水道法が施行
●全ての指定事業者は、５年ごとに更新手続きが必要
●更新の要件は、新規指定時の基準を準用

指定（５年） 指定（５年） 指定（５年）

新規申請 更新 更新



指定の有効期限
最初に指定を受けた日によって事業者様ごと有効期限が異なります。

区分 指定を受けた日 初回更新までの有効期限

① 平成15年４月１日～平成19年３月31日 令和４年９月29日まで

② 平成19年４月１日～平成25年３月31日 令和５年９月29日まで

③ 平成25年４月１日～令和元年９月30日 令和６年９月29日まで

指定の有効期間が従来の無期限から５年間となります。

※現行制度で指定を受けている事業者の皆さまは、最初に指定を受けた日によって、初回の更新
までの有効期間が異なります。

更新手続きをしない 指定の資格が失効



３.更新スケジュール



更新スケジュール
申請受付を７月から、新しい指定証の交付を９月初旬に行う予定です。

時期 更新事務

７月中 申請期間（書類提出・手数料納付）

８月中 審査期間

９月初旬 指定証の交付

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

申請受付 審査期間
指定証の
交付



４.更新手続き



更新手続きについて

①川根本町役場くらし環境課から、対
象の指定事業者に更新手続きの案内を
郵送

②指定事業者は、川根本町役場くらし
環境課に更新申請書類を提出

③書類確認後、納入通知書兼納付書を
郵送
⇒指定の金融機関で手数料を納付

④手数料納付確認後、更新後の指定事
業者証を郵送

指定事業所 くらし環境課

①

②

③

更新手順

④



更新手続きに必要な書類
更新書類についても、新規と更新は同じものになります。

項目 法人 個人

指定給水装置工事事業者指定申請書（様式第1） ● ●

誓約書（様式第2） ● ●

機械器具調書（別表） ● ●

給水装置工事主任技術者免状番号の確認ができるもの（免状又は
技術者証の写し）

● ●

定款及び登記事項証明書 ●

住民票の写し ●

指定更新時確認事項届出書 ● ●



指定更新時確認事項

①指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

※水道法令第25条の8及び第36条に基づいた事業の基準及び運営の基準
について確認

指定の更新申請時に４つの項目について確認を行います。

②業務内容（営業日時、漏水修繕、対応工事等）

③給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

④適切に作業を行うことができる技術を有する者
の従事状況
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更新書類の提出や更新手数料についてご不明な点
等ございましたら、下記までお問合せください。

静岡県榛原郡川根本町上長尾627
川根本町役場 くらし環境課 生活環境室

0547-56-2236（直通）
kurashi-kankyo@town.kawanehon.lg.jp


